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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７３３ 包装用容器（細口突出型、取手付き）

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 

Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｇ１－５２２ 可搬型タンク 

Ｃ５－３２０ 食品用ふたもの 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

包装用瓶 包装用容器  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・細口突出型の包装用容器のうち、取手部を有するもの。 

・取手には、容器本体と一体に成形されるもの、容器本体とは別部材で作られ取り付けられるものとがあり、いず

れもこの分類に含む。吊り手も含む。 
 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

登録 1132198 号 
包装用容器 

登録 1120801 号 
包装用容器 

 

登録 1178508 号 
包装用容器 

 

登録 1123040 号 
包装用容器 

 

登録1110134 号 
包装用びん 

 

登録 1116166 号 
包装用容器 

 

登録 1176265 号 
包装用容器 

 

登録 1146793 号 
包装用容器 

登録 1174084 号 
包装用容器 
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Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

・内容物を販売するために充填された状態で使用され、ワンウエイ（使い捨て）のものがＦ４－７３３、タンク単

体として販売され、（主に液体）容器として反復して使用されるものはＧ１－５２２に分類する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・包装用缶に提げ手がついているもの、主に上面、エンジンオイル・一斗缶などに見られるタイプは 

本体部分が該当する分類に含める。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本体と取手が分離するタイプで、取手部のみの場合はＦ４－９２３に分類する 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

    

   

登録 1137186 号 
液体用タンク 

登録 1180606 号 
運搬用容器

 

登録 1108387 号 
携帯用ガソリンタンク 

 

→Ｇ１－５２２ 

→Ｆ４－７１１
登録 1178007 号 
包装用缶

 

登録 981154 号 
包装用容器の把手 

 

→Ｆ４－９２３

 


